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　会員の皆様には、お元気でご活躍のことと存じます。
　また、昨年開催いたしました講演会「合併の大義を探
ろう!!」には、大変お忙しい中にもかかわりませず、多数
ご参加いただきましてありがとうございました。当日ご
参加いただけなかった会員の皆様には、大変申し訳ない
のですが、録音しておりませんでしたので、本号で講演
内容をお知らせすることができません。講演概要はござ
いますので、ご希望の方は、私の事務所まで取りに来て
いただくか、私のホームページでご覧いただきますよう
お願いいたします。
　先日ある新聞に、『英国は米国ほど訴訟社会ではな
いが、米国マクドナルドの1994年やけど訴訟事件以来、
英企業も自社製品の「ただし書き」に細心の注意を払
い始めている。最近、英コンサルタント会社が英製品
のラベルを調べたところ、睡眠薬に「眠気を誘うかも
しれません」、アイロンに「人が着用中の服には使用
してはいけません」、スーパーマンの変身用グッズ
には「着ても飛べません」などと大真面目に表示し
ていることが判明した。』という記事が掲載されて
おりました。米国の裁判官は、コーヒーをこぼして
やけどを負うのは、やけどを負うようなコーヒーを
提供する側に責任があると判断するようであります。
自己責任という意味について、米国や英国に学ぶと
ころはもう無いようであります。しかし残念なこ
とに、日本も訴訟社会の仲間入りをしたのか、と
思えるような記事を、最近新聞でよく目にするよ
うになりました。希薄になったとはいえ、今日まで継承されてきた
正義が、裁判官によって否定されるようなことが無いよう祈るばか
りであります。
　さて、この地域も、地方自治法に基づく宮津市・加悦町・岩滝町・
伊根町・野田川町合併協議会が昨年10月1日に設置され、以来精
力的に協議が進められており、そろそろ住民向けの説明会も準備さ
れていくのかと思います。
　そこで、今号では、説明を受けた皆様が判断していくための視点
について一緒に考えてみたいと思います。ご意見をお待ちしており
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　合併を決断する上で、セーフティーネットが
しっかり準備されているかどうかも気になると
ころであります。
　今回の合併特例法では、セーフティーネット
として、合併後も地域住民の声を施策に反映させ、
きめ細かな行政サービスを実現させるために、
合併前の市町村の協議により、旧市町村の区域
を単位として、必要な区域に地域審議会を置く
ことができることとなっております。地域審議
会は、旧市町村の区域に関する事務に関して、
新市町村の長の諮問に応じて、または必要に応
じて、意見を述べることになります。また、新
市町村の長は、市町村建設計画を変更しようと
するときには、地域審議会が置かれている場合
には、その意見を聴かなければならないことと
されています。
　もう一つのセーフティーネットは、当然です
が議員であります。今回の合併特例法では、議

員の在任特例が充実されておりまして、昭和28
年の町村合併促進法では、合併前の議員が合併後、
最長1年までの期間、在任が可能となっており
ましたが、今回最長2年までとされております。
また、これは従来からある制度でありますが、
特に必要があるときは、議会議員の選挙につき、
条例で選挙区を設けることができることとなっ
ておりまして、昭和30年代に合併しました長崎
県崎戸町では3選挙区が、和歌山県高野町では2
選挙区が、愛媛県中島町では4選挙区が設定さ
れております。
　合併の合意形成という作業は、どの団体の制
度が良くて、どの団体の制度が良くないという
質のものではなく、どれなら、どうしたら合意
できるかという妥協点を見出す作業の連続であ
ります。合併すれば、合意されたものを新しい
制度として運営していくこととなるわけですが、
必要があれば軌道修正するためのセーフティー
ネットが準備されているのかということも、チ
ェックする必要があります。
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579,240

186,000

2,540,000

470

3,305,710

前年からの繰越額

会　　　　　　費

寄　　　付　　　金

そ の 他 の 収 入

収 　 入 　 合 　 計

組織活動費

機関紙誌の発行その他の
事業費

調査研究費

寄付交付金

経常経費

政治活動費

               

支出合計

1,477,668

288,369

60,375

40,375

1,060,000

2,926,787

378,923

341,000

320,000

12,055

1,051,978

前年からの繰越額

会　　　　　　費

寄　　付　　金

そ の 他 の 収 入

収 　 入 　 合 　 計

組織活動費

機関紙誌の発行その他の
事業費

調査研究費

414,082

27,320

532,634

49,964

1,024,000

経常経費

政治活動費

支出合計

多賀久雄まちづくり研究所　決算報告書
自 平成13年1月1日　至 平成13年12月31日

収入の部

収入の部

支出の部

支出の部

単位／円 単位／円

単位／円 単位／円

自 平成14年1月1日　至 平成14年12月31日

所 長  多 賀 久 雄




